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町内自治会のみなさまへ

日頃より、地域のためにご尽力頂き誠にありがとうございます。

近年、熊本市においても地域社会を取り巻く環境が大きく変化し、地域に
おける人と人とのつながりが希薄になりつつあります。

しかし、あらゆる世代がこれからも安全・安心に暮らし続けるためには、

地域コミュニティを維持・再生していくことが必要であり、その実現には

町内自治会の存在が重要な鍵となると考えています。

地域には様々な考えをお持ちの方がいらっしゃいますし、活動や運営を行

うなかで、難しさを感じたり、苦労される場面も多々あるかと思います。

この町内自治会の手引きは、みなさまが活動や運営をする中で、「どうし

たらいいのかな」「困ったな」と思ったときに、手にとっていただきたい
１冊です。この手引きが皆様の一助となりましたら幸いです。

熊本市 中央区役所 総務企画課
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町内自治会ってなんだろう
町内自治会は、同じ地域に住む人たち

で自主的に運営を行う、みんなのための
組織です。

私たちが暮らす地域には、子どもから
高齢者まで、たくさんの人達が暮らして
います。考えや意見は様々かと思います
が、「安全･安心な暮らし」「快適な暮
らし」は、地域に暮らすだれもが望んで
いることではないでしょうか。

しかし、個人や各世帯でそれを実現す
るのは困難且つ限界があります。

そこで、住民同士が住みよいまちの実
現のために、話し合いをし、協力し合っ
て活動する、それが町内自治会です。

１ みんなでまちづくり

町内自治会の重要性
都市化の進展や更なる少子高齢化、住民

意識や価値観の多様化など、地域社会を取
り巻く環境が大きく変化し、地域の結束力
は弱まりつつあるといわれています。町内
自治会の活動を行う中でも、困難を感じる
ことがあるかもしれません。

しかし、あらゆる世代がこれからも住み
慣れたまちで安心して暮らし続けるために
は、そこに住む人達が、互いに支えあい、
助け合いながら、様々な課題を解決し、弱
まりつつあるつながりを維持・再生してい
くことが必要です。

今のような時代だからこそ、町内自治会
の役割はますます重要になっています。
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町内自治会について

熊本市の町内自治会の現状

市内には町内自治会が917団体あり、271,581世帯が町内自治会に加入しています。
加入率は85.48％で、核家族化や高齢者や学生の1人暮らし、マンション（集合住
宅）入居者の増加などにより、町内自治会の加入世帯のあり方も多様化しています。

（平成29年4月1日現在）
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どんな活動をしているの？

住みよいまちの実現のために、様々な活動や行事が行われています。

広報・回覧防災
・地域の災害危険箇所の把握
・防災訓練
・情報の収集及び伝達 など

町内自治会の設立について

大規模マンションが新たに建設された場合などには、新たに町内自治会を設立する
ケースがあります。各区総務企画課及びまちづくりセンターでは、設立の手続きや
流れについてご説明致します。お気軽にご相談ください。
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・子ども会活動
の支援

・高齢者見守り
や生活支援 など

福祉活動

・お祭り
・スポーツ大会
（運動会など）
・文化活動
（文化祭など）
・世代間交流活動 など

親睦・交流

・ごみステーション
の管理

・公園・道路などの
清掃活動

・廃品回収 など

環境美化・清掃

・パトロール
・防犯灯の設置と

維持管理
・登下校時の子ども

の見守り など

防犯



まちづくりの連携
町内自治会活動をするなかで、「もっと

規模を大きくしたい」「もっと効率的に取
り組めないかな」などと感じることがある
かもしれません。

地域の課題の中には、１つの町内自治会
だけでは解決が難しいこともあります。そ
んなとき、校区で連携し、みんなで取り組
めば、活動の幅も参加者もぐっと広がりま
す。

校区自治協議会とは
校区自治協議会は、町内自治会のほか、

校区で分野別の活動を行っている団体な

どで構成されます。

防犯・防災、子ども、環境、福祉など

地域のさまざまな事柄についてみんなで

話し合い、校区の運営を行っています。
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１ みんなでまちづくり

校区自治協議会について



校区自治協議会の予算
校区自治協議会が校区でさまざまな事業

を展開していくには、ある程度の経費（予
算）が必要です。

多くの校区自治協議会は、町内自治会が
住民から集めた会費からの負担金や、熊本
市からの補助金（校区自治協議会運営補助
金）などで必要な経費を賄っています。

校区自治協議会の構成団体

・まちづくり委員会

・コミュニティセンター運営委員会

・社会福祉協議会

・青少年健全育成協議会

・防犯協会

・民生児童委員協議会

・老人クラブ

・地域公民館

・子ども会

・PTA

・女性の会（地域婦人会）

・公園愛護会

・交通安全協会

・体育協会

・消防団分団

・町内自治会連合会（町内自治会）

・・・など

校区自治協議会の組織
各校区自治協議会は、下記のような、校区内で活動する団体により構成されます。

校区によって違いもありますが、それぞれの団体が主体性を生かしながら連携してい
ます。
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５つのポイント
町内自治会の運営や活動にあたって必要なのは、①ルール(規約)、②人(役員)、③話

し合い(会議)、④事業計画・予算(決算)、⑤情報(広報) の5つです。

町内自治会は、法律などで定められた運営方法や活動内容があるわけではありません。
みんなで十分話し合ったうえで、役員を中心に、民主的で開かれた運営を行っていくこ
と、それが住民の理解と参加を得ながら、活発に活動を展開していくことにつながりま
す。

7

２ 町内自治会の運営と活動

運営と活動の基本

ルール（規約）
町内自治会の運営や活動を行う上での
基本的なルールをみんなと共有し、そ
れに基づき活動・運営を行いましょう。

人（役員）
町内自治会役員を民主的に選出し、
協力し合いましょう。

話し合い（会議）
みんなが納得できる、民主的な意思決
定をしましょう。

事業計画・予算（決算）
お金の使い道や活動の計画を立て、適
正に会計を処理しましょう。

情報（広報）
活動や運営について、積極的にみんな
に広報し、みんなに開かれた運営をし
ましょう。

・・・・・ P. 9

・・・・・ P.11

・・・・・ P.13

・・ P.15

・・・・・ P.19
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

町内自治会の1年間
多くの町内自治会では、4月から5月にかけて総会が行われ、年間の事業計画や予算が

決定されます。熊本市が交付する町内自治会関係の補助金の多くも、この時期に申請書
類などの発送を行います。

夏から秋にかけては、夏祭りやスポーツイベントなど町内自治会のメイン行事が行わ
れます。年度末には、その年度を振り返り決算を行います。

また、年間を通して、資源物回収や清掃、防犯灯の管理のほか、福祉活動や子ども
会・老人会活動への協力などが行われています。

町内自治会に関連する 支援メニューQ&A  は別冊に掲載しています



なぜ規約が必要なの？
町内自治会の運営や活動にあたっては、「どんな活動を行うか」「どうやって役員を

選ぶか」ということをはじめ、お金の扱いや意思決定の方法など、迷うことがたくさん
あります。それらのことを、その都度、会長をはじめとする役員で決めなければならな
いとなると、責任は重大ですし、作業も大変です。

町内自治会の運営や活動に関する基本的な事柄について、あらかじめ「これについて
は、こうする」と規約に定めておけば、役員も一回一回悩まずに、安心して日々の活動
に取り組むことができます。

また、作成した規約をみんなと共有した上で、規約に基づき行動することで、互いの
信頼関係が生まれ、運営や活動に関する理解も広がっていきます。

規約に記載する内容
規約に定める内容は町内自治会によって異なりますが、一般的には、下記のように規

定している団体が多いようです。
ただし、規約は、改正についても総会で議決することが望ましく、詳細に定めてしま

うと頻繁に改正に伴う総会開催が必要になったり、弾力的な運営が難しくなる可能性が
あります。

重要事項を規約で定めて、軽易な事項は細則や役員会の決定に委ねるとよいでしょう。

目的
「良好な地域社会の維持・発展」「互いに支えあう明るく住みよい地域づくり」
など、団体の設立趣旨を記載します。

事業
「会員相互の連絡と親睦」「防犯」「防災」「環境整備」「福利厚生」など、
目的を達成するための事業を分野別に記載します。

名称 町内自治会の名称を記載します。

事務所 事務所の所在地を記載します。会長宅や集会所としている団体が多いようです。

会員 「区域内に居住する住民」などと記載します。

役員 会長・副会長・会計など役員の種類や選出方法、職務や任期などを記載します。

会議 総会や役員会などについて、召集方法や議決内容、定足数などを記載します。

会費 「一世帯あたり月額○○○円」、「総会で金額を決める」などと記載します。
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ルール（規約）について

２ 町内自治会の運営と活動



規約を見直してみよう
規約は、ほとんどの町内自治会ですでに作成されていますが、地域の状況や時代の変

化などにより、実情と合わなくなっている場合もあります。規約を見直すことで、活動
がしやすくなることもあるかもしれませんね。
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このページに関連する参考様式は別冊に掲載しています

【 規約 】



役員＝住民の代表
何かを決めたり、行事の準備をするとき、住民全員がいつも集まることはできません。

効率的かつ円滑に町内自治会を運営するには、運営や活動を中心になって行う役員を決
め、体制をつくる必要があります。

「役員」と位置付けられている役職で、多くの町内自治会に共通するものは「会長」

「副会長」「書記」「会計」「監事」の5つです。そのほか、分野別の委員などを「役

員」とする町内自治会もあります。「役員になると大変そう」と思うかもしれません。

確かに時間や労力はかかりますが、自分の暮らす地域をより深く知ることができますし、

人間関係が広がることで人生にプラスになる面もきっとあります。

役員の任期
任期については様々な考え方がありますが、1年から3年としているところが多いようです。

なお、再任する場合でも、役員は任期ごとに会員の承認を受け、気持ちを新たに取り組むこと
が重要です。

会長
代表者として、

役員を統括し、運
営に責任を負いま
す。

副会長
会長を補佐し、

会長が不在のとき
などはその職務を
代行します。

複数名置いてい
る町内自治会もあ
ります。

書記
会議の記録や広

報誌作成などの事
務全般を受け持ち
ます。

この役職を設け
ずに、他の役員が
担っている場合も
あります。

その他の役員
各班長を置く場

合や、防犯・防災、
交通安全、子ども
など、各分野の委
員を置く場合もあ
ります。

監事
会計処理や事業

運営などのチェッ
クを行います。

役割上、他の役
員と兼務するべき
ではありません。

会計
お金の出し入れ

や物品に関する事
務を行います。

住民からの信頼
のためには適正・
正確な処理が必要

です。

会長

書記 会計 その他の役員

監事

副会長
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役員を決めよう

２ 町内自治会の運営と活動



役員の選出
役員の決め方は、投票、互選（班長の中から候補者を選び出すなど）、班長で持ち回

り、くじ引きなど、町内自治会ごとに異なります。
どの方法が正しいとは一概に言えませんが、押しつけや場当たり的な選考は控え、よ

く話し合った上で皆が納得するような選考を目指しましょう。

女性を積極的に役員に！

役員は、ともすれば男性に偏りがちです。しかし、住民の
半数以上は女性であり、活動にも多くの女性が参加していま
す。
女性を役員に起用すると、新しい視点が取り入れられ、地域
活動に関心の低い人々を呼び込む力になるかもしれません。
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役員は、町内自治会を上手にまとめ、運営していくために、次のことを心がけることが大切です。

役員の5つの心がけ

町内自治会長の皆さまへ
この５つの心がけのほか、役員の皆
さんともよくコミュニケーションを
とり、気軽に相談できる信頼関係を
築いておきましょう。

役員になると、住民の個人的な事柄を知る
機会が増えてきます。信頼関係を壊さない
ため、また、相手を傷つけないために、知
り得たことは絶対に口外しないようにしま
しょう。

町内自治会の仕事はたくさんあります。
一部の人だけで抱え込むと本当に大変です。
できれば役員以外の人も巻き込んで、みん
なで仕事を分担し、それぞれの得意分野で
助け合いましょう。

役員は、住民みんなの代表です。活動内容を
役員だけで決めたり、ただ「前例どおり」と
したりするのではなく、多くの住民と対話し、
住民が何を求めているかを考え、積極的に取
り入れていきましょう。

「人に頼まれて仕方なく役員になった」とい
う場合もあるかもしれません。ですが、引き
受けたからには、自分に委ねられた仕事を責
任を持ってやり遂げましょう。

10人いれば、10人それぞれの考え方がありま
す。しっかり相手の意見を聞き、話し合いま
しょう。自分では考えつかないやり方が見つ
かったり、思いがけない協力が得られたりす
るかもしれません。

２ 相手の考えを尊重する

４ プライバシーを守る

５ 仕事はみんなで分担する

役
員
を
決
め
よ
う
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３ 住民みんなのことを考える



役員会
役員を中心として構成される役員会

は、連絡、情報交換、方針決定などを
目的として開催します。

役員会のほかにも、班長会議や専門
部会などの会議を行っている町内自治
会もあります。

会議が終わったら、開催日時、場所、

出席者、話し合いの経過、決定した事
項などを記録に残しておきましょう。

総会欠席者の議決権

総会に出席できない人が議案に対する意思を表示する方法に、「委任」と「書面
表決」があります。

総会
総会は、会員の総意で町内自治会の

方針を決定するとても大切な会議です。
多くの町内自治会で、年１回、４月ご
ろに開催されます。

総会では、前年度の事業報告と決算、
新年度の事業予定と予算、役員選出な
どの重要事項について報告や提案を行
い、審議と議決を行います。

総会後には、開催日時、場所、審議
や議決を行った事項などを、議事録に
まとめます。

委任

他の会員を代理人として表決を委ねる方法です。事前に委任状を提出し
てもらい、議決の際、委任を受けた人が「賛成」なら賛成の側に、また
「反対」なら反対の側に、委任した人の数を加えます。なお、委任を受
けた人が総会を欠席した場合、その委任状は効力を持ちません。

書面表決
書面で意思を表示する方法です。事前に議題を通知し、それぞれの議案
について「賛成」「反対」に○をつけるなどして提出してもらいます。
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話し合って決めよう（会議）

２ 町内自治会の運営と活動

総会開催前の準備

➢議案を作る
役員を中心に、総会に提出する資料
（事業計画、予算など）を作成します。

➢開催を通知する
日時や場所、議題などを記載した通知を作成
し、事前に配布、回覧をします。欠席の方に
は、委任状または表決書の提出を呼びかけま
しょう。

➢会員数・定足数の確認
総会は、規約に定める定足数に達しないと開
催できません。事前に会員数と定足数を確認
しておきましょう。

➢委任状の集計
委任状は定足数と議決数に影響します。委任
状を提出した人の数と、委任を受けた人を確
認します。

➢議長候補者・役員候補者の選出
議長や役員は、総会の場で決めるのが原則で
す。その場での立候補が期待できない場合は、
あらかじめ候補者を選び、本人に打診してお
く方法もあります。



総会の流れ

14

話
し
合
っ
て
決
め
よ
う
（
会
議
）

2

町
内
自
治
会
の
運
営
と
活
動

開会

定刻になり出席者数が定足数
に達した場合は、ただちに開
会を宣言します。司会は役員
の１人が行うのが一般的です。

会長挨拶

議長の選出

議長の選出方法は、自薦と他
薦があります。どちらの場合
も出席者の同意を得ます。議
長は会長が務める場合もあり
ます。

定足数の報告・
総会成立の宣言

議長は、出席者数（実際に出
席している人と委任状提出者
の合計）を確認した上で、定
足数に達したために総会が成
立したことを宣言します。

議事録署名人の選出

議事録に署名する人を選出し
ます。議長のほか、出席者の
中から２～３人の会員が署名
するのが一般的です。

議案審議と議決

第１号議案 前年度事業報告
第２号議案 前年度決算報告
第３号議案 監査報告

それぞれ報告を行い、質疑応答を経て議決を求め
ます。第１号から第３号までをまとめて報告し、
質疑応答を経て議決を求める場合もあります。

第４号議案 役員選出

まず新役員の立候補者を募ります。立候補者がい
ない場合は、事前に選出した候補者を紹介し、議
決を求めます。

第５号議案 新年度事業計画（案）
第６号議案 新年度予算（案）

それぞれ提案・説明を行い、質疑応答を経て議決
を求めます。第５号と第６号をまとめて提案した
後、質疑応答を経て議決を求める場合もあります。

※ 住民が集まる良い機会ですので、議案以外の
事項について意見交換するのも良いでしょう。

閉会

議事録の作成

作成後、会長、議長などに内容を確認しても
らったうえで議事録署名人に署名・押印をもら
います。議事録は大切に保管するとともに、写
しを住民に配布又は回覧しましょう。

このページに関連する参考様式は別冊に掲載しています

【 総会の開催通知文、出席表・委任状・紙面表決書、総会議事録 】



事業計画
事業計画は、町内自治会が「何を

目的に」「どんな活動を」「いつ」
「どこで」「どうやって」行うかを
具体的に示すものです。町内自治会
活動の1年間の方針であり、総会で
提案・議決します。

計画的に活動を行うためだけでは
なく、活動の目的や内容を住民が理
解・共有し、みんなで取り組んでい
くためにも、事業計画は重要な役割
を果たします。

事業計画を作成する際は、役員だ
けでなく、できるだけたくさんの人
の意見を聞き、みんなが「必要だ」
と思う内容、多くの賛同・参加を得
られるような内容を取り入れていく
ことが大事です。

予算
予算は、町内自治会の収入と支出

の計画です。1年間の収入と、各事
業に必要な費用（事業費）を積算・
編成し、総会で提案・議決します。

住民から集めた大切なお金の使い
道を示すものなので、予算書は、み
んなの納得が得られるよう、正確に
分かりやすく作成しなければなりま
せん。

活動内容を決めるポイント

事業計画は町内自治会活動を進めるうえで、住民相互のつながり（連帯感）を育て
る重要なポイントです。
事業計画にあたっては、
①できるだけ多くの声を聞き、事業計画に反映させる
②できるだけ多くの住民が参加できるよう事業内容や実施方法を工夫する
などの配慮をすることが必要です。

事業計画・予算の作成手順

目標の設定・課題の整理
・地域の将来像や目標を話し合う
・現在の課題やこれまでの活動の反省点を話し合う

活動内容の検討
・活動の目的・内容を検討する
・活動の詳細を検討する

（誰が、何を、いつ、どこで、どうやって行うか）
・活動に必要な費用を積算する

（過去の実績などを参考に、計画した活動に必要な
費用を積算する）

他の事業との調整
住民を対象にした活動を行っている他団体と事前に情報
交換し、日程や内容について調整を行う

事業計画案・予算案の作成
・1年間の活動内容を取りまとめ、事業計画案を作成する
・全体の収入と支出を積算・調整し、予算案を作成する

総会での提案・議決
・総会で事業計画案・予算案を提案・説明する
・質疑応答を経て、議決を求める
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事業計画・予算を立てよう

２ 町内自治会の運営と活動



決算
決算は、1年間の収入と支出を明らかにす

るものです。年度が終わったら直ちに、金銭
出納簿などの帳簿を整理・集計して、最終的
な収入と支出を計算し、決算書を作成します。

決算書ができたら、領収書などの根拠書類
や預金通帳などを添えて、監事による監査を
受けます。その後、総会に報告し、承認を得
なければなりません。

監査
監査は、町内自治会の本来の目的に沿って

事業が進められているかどうかを確認するた
めのものです。

監事は、会計や資産の状況、事業の実施状
況や予算の執行状況などをチェック（監査）
し、その結果を総会に報告します。
監査の中で、不適切な処理などが見つかっ

た場合は、その改善方法について口頭または
文書により、総会などで勧告することになり
ます。

下記の確認作業を行いながら、立会いの会
長と会計に質問や指摘をします。

➢ 通帳と印鑑が別々に管理されており、管
理する責任者が明確であるか

➢ 領収書などの根拠書類は全てそろってい
るか

➢ 帳簿や決算書に記入誤りや計算誤りはな
いか

➢ 帳簿や決算書と領収書などの根拠書類の
金額は一致しているか

➢ 領収書がない場合、メモなどの記録があ
るか

➢ 通帳の年度末の数字が帳簿の年度末数字
及び決算書の収入・支出の差引残高（繰
越金）と一致しているか

➢ 通帳の記録の中で、不自然に多額の出入
りや使途がわからない支出がないか

➢ 備品を購入した場合、品名、数量、購入
年月日、金額、保管場所などを記載した
台帳と現物があるか

➢ 積立金調書がある場合、通帳残高や現金
などの額と一致しているか

➢ 監査が終了したら監査報告書を作成し、
署名する

監査事務のポイント
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このページに関連する参考様式は別冊に掲載しています

【 事業計画書・報告書、予算科目、予算書、決算書・監査報告書 】



会計
お金を適正に扱うことは、町内自治会が住

民から信頼されるために最も大切なことです。
会計は、町内自治会の運営や活動に伴う収

入や支出を計算し、出納の管理や記録を行う
作業です。帳簿の整理や領収書などの根拠書
類の整理・保管、現金や預金通帳の管理など
のほか、物品の出納・管理も行います。
住民のお金や物品を預っているため、処理

は適正かつ正確に行う必要があります。また、
書類は分かりやすく作成することが重要です。

会費
班長が会費を集め、会計に持参している場

合は、班長は個人のお金とは区別して保管し、
できる限り速やかに会計に引継ぐことが大切
です。会計は、預かった会費を厳重に管理し、
町内自治会で使用している口座にこまめに入
金して、現金を手元に置かないようにしま
しょう。

支払いやすい工夫と思いやりを

会費の集金は気の重い役回りです。支払
いを渋る住民もいらっしゃるかもしれませ
ん。
そんな時は、町内自治会の重要性や会費

の用途について理解を求めるとともに、支
払いを渋る理由にも耳を傾けて、支払いや
徴収のやり方を見直すのも一手です。
たとえば月払いと年間一括払いを住民が

選ぶことができるようにする方法もありま
す。また、事情に応じて会費の減免や支払
い猶予を認めているところもあります。
ただし、班長や役員の一存では不公平に

なりますので、総会などで話し合い、弾力
的な会費徴収を行いましょう。

収入
町内自治会の収入のうち、最も大きなもの

は住民からの会費です。町内自治会費の額は、
それぞれの町内自治会が、活動内容や世帯数
などに応じて決定します（規約で定める、総
会で決めるなど）。そのほかの収入としては、
寄付金や熊本市からの補助金などがあります。

感謝の心を忘れずに

企業や商店からの協賛金や寄付金があっ
た際には、広報誌、回覧板などで住民に広
くお知らせすると、「協力してよかった」
と思ってもらえるかもしれません。

支出
町内自治会の支出は、大きく「事務費」と

「事業費」に分けられます。

➢ 事務費
運営に関する全体的な経費です。会議費、
事務費、報酬費などがあります。

➢ 事業費
個別の活動（事業）に関する経費です。
(例)・環境衛生費

・交通安全対策費 など
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２ 町内自治会の運営と活動

会計処理の注意点

会費の集金が終わったら、まずは会費の全
額を収入処理しましょう。そして、各行事な
どの経費はその都度、支出処理をします。一
つ一つの収入・支出について出納処理をせず、
会計年度末にまとめて処理をしようとすると、
帳簿の記録と金額が合わなかったり、使途不
明金が生じやすくなったりします。
また、地域で行われるお祭りなどは、地域

の文化の一部になっており、宗教性は薄いと
考えられますが、住民の考え方も様々ですの
で、宗教性のある事業やその他の寄付行為に
ついては、よく話し合って決めましょう。



会計事務のポイント

帳簿や根拠書類は、いつでも、
だれにでも見せられるよう、

きちんと整理しておきましょう。

➢ 収入
・個人の財布と町内自治会のお金を入れる財
布は別にする

・領収書を発行する
・速やかに預金し、できるだけ手元に置かな

いようにする

➢ 支出
・支出が団体の活動方針に沿ったものである

かを確認する
・領収書を受け取る

（あて先、金額、日付、ただし書（使途）、
金額の前に「¥」または「金」が記載されて
いるか確認する）

・領収書が発行されないときは、金額、日付、
使途などをメモに残す

➢ 帳簿の記入
・収入、支出について速やかに分かりやすく

記録をつける
・根拠書類（領収書、銀行の伝票など）は、

日付順または内容別に整理し、数年間は保
管する

・定期的に集計し、帳簿に記載した額と通帳
の額、領収書などの金額に相違がないこと
を確認する

・帳簿記入をパソコン（Excelなど）で行うと
きは、パスワードを設定するなど、情報の
管理に注意する

➢ 通帳・印鑑の管理
・通帳と印鑑は別々の人が持つようにして、
金庫などで厳重に保管する

➢ 備品
・購入した時は備品リストに記入する
・年に一度は、備品リストの備品が実際に

あるかを複数人で確認し、備品の状態を
備品リストに記入する

➢ 決算報告書の作成
・帳簿に記載された収入、支出を科目ごと

に集計し、１年間の合計額を決算報告書
に転記する

・今年度末の残高を「翌年度繰越金」に転
記する

・摘要（備考）欄に活動の詳細を記入する

➢ 会計監査
・会計に関わる全ての書類を用意する
・会長と会計が立ち会い、監事からの質問
に対応したり、指摘事項があれば改善策
を検討する

財産など
備品を購入したり、集会所を建設した場合は、財産調書を作成します。
また、集会所の修繕や建て替えなど、特定の目的のために予算の一部を積み立てに回す場合は、

積立金調書を作成します。なお、積立金は、日常的に支出するものではないため、定期預金など
にしておくのが一般的です。
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集金依頼文、会費集金簿、領収書(会費用・その他用)、金銭出納簿、

財産調書、備品リスト、積立金調書、保有資産目録 】【



住民の理解と関心を高めよう
町内自治会のことをみんなに理解してもらう

には、こちらから働きかけを行うことが大切で
す。
広報を行うことで、「町内自治会ってこんな

ことをしているんだな」「払ってる会費はこう
使われているんだな」と関心をもってもらえる
きっかけになります。
回覧文書や広報誌などを通じてしっかりと情

報を伝え、理解と関心を高めましょう。

広報から意見反映へ
情報をみんなに伝えたら、次は、そのことに

関するみんなの意見を聞き、町内自治会の運営
や活動に反映させていくことが大事です。
広報の意義は、一方的に情報を伝えることだ

けではありません。「住民に知らせる」「意見
を聞き、運営や活動に反映させる」というサイ
クルを繰り返し行うことによって、みんなの町
内自治会をつくっていきましょう。
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情報を知らせよう

２ 町内自治会の運営と活動

催しなどのお知らせはもちろんですが、
みんなの信頼が得られるよう、何を目的に
どのような活動を行っているのかをしっか
り広報しましょう。
そのほか、みんなに知ってほしい、理解

してほしい内容も盛り込むと効果的です。
具体例は下記のとおりです。

➢町内自治会活動や地域への関心を
高める内容
事業の計画や報告、総会・役員会の報告、
会計報告、行事や人物の紹介、専門部の
活動報告など

➢事業への参加の呼びかけや連絡事項
行事やイベントへの参加の呼びかけ、
住民健診や道路工事などの連絡など

➢啓発
飼い犬のふんの後始末やごみの出し方、
違法駐車の禁止など

➢読むと役に立つもの
家庭ごみや資源物の回収日、バス・電車
の時刻表など、暮らしのためになるもの

など

どんなことを広報するの？



広報の手段
広報にはさまざまな手段があります。
確実に情報を伝えるために、複数の手段を活

用するのも有効です。

➢文書の回覧

➢町内掲示板への掲示
通勤途中の人や子どものほか、広報誌や回覧
板にじっくり目を通していない人への情報伝
達にも効果があります。

➢広報誌の発行

➢インターネットの活用
ホームページを開設したり、電子メールで情
報を送る「メールマガジン」を発行したりし
て、情報を発信します。即時に情報を伝える
ことができたり、双方向のやりとりが可能に
なるという利点がありますが、インターネッ
トを利用できない住民もいるため、他の広報
手段と併用することが必要です。

➢意見交換会などの開催
特に大切な事柄については、みんなで集まっ
て話をする場を設けるのも大事です。互いに
顔を合わせる機会にもなり、住民同士の交流
も深まります。

市設置の町内掲示板について
熊本市では、各町内自治会に1基の町内掲

示板を設置できます。
この町内掲示板には「Cマーク」または

「ヒューマンシティくまもと」の記載があり
ます。

修理（※）の必要があれば、各区総務企画
課・まちづくりセンターへご相談ください。

また、移設又は撤去の場合も届出が必要で
すので、必ず事前にご連絡ください。

※ガラス破損（第三者の責めに帰すべき事由
による場合を除く）や支柱の腐食など、危
険性・緊急性の高い修理が優先されます。

SNSも有効活用を

役員の中で「Facebook」や「Instagram」など
のアカウントをもっている方がいれば、活
動の様子を投稿してみましょう。

関わりがあまりなかった住民に活動が伝
わるきっかけになるかもしれません。

また、役員が「LINE」アプリを日常的に使
用している場合は、役員グループの作成・
活用などにより、より迅速で的確な情報交
換が可能になるでしょう。

若手活用のチャンス

パソコンでの作業は、自宅で好きな時間
にでき、ある程度使いこなせれば簡単に立
派な広報誌やチラシが手作りできます。

そう考えると、広報は若者にお願いする
のにぴったりな仕事です。心当たりがなけ
れば、公募してみるのも手ではないでしょ
うか。

広報誌のための取材や写真撮影を
きっかけに、町内自治会の活動に
若手が参加するようになって、
将来若手役員が誕生したり・・・
なんて相乗効果も出たら
うれしいですね。
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【 定例会の報告文 】



活動に不可欠な「個人情報」
町内自治会が活動していくためには、住民の

名簿や役員の連絡先、催しの参加者情報など、
ある程度の個人情報を持つことが不可欠です。
そもそも個人情報とは、個人が識別できる情

報のことを指します。氏名や住所、電話番号、
生年月日、年齢、勤務先などのほか、人の顔が
判別できる写真なども個人情報です。

住民の信頼に応えよう
個人情報は、悪意ある人の手に渡ってしまう

と、住民の利益が侵害されかねません。
また、本人が誰にでも教えているわけではな

い情報が、もし町内自治会を通じて周囲に漏れ
てしまえば、町内自治会の信頼は失われてしま
います。これは家庭の事情などのプライバシー
についても同様です。

みんなの大切な個人情報を預かっていること
を肝に銘じ、信頼に応える取り扱いを心がける
ようにしましょう。

収集・保管・使用について
➢利用目的をはっきりさせよう

個人情報を集めるときは、利用目的をはっきりさせましょう。また、集めた情報は他の目的
に使わないようにしましょう。

➢必要な人だけが適切に管理しよう
だれでも、自分の情報が多数の人の目に触れるのは嫌なものです。よって、名簿など個人情
報が書かれたものは、必要な人だけが持つようにし、盗難や紛失、転売などが絶対にないよ
うにしましょう。

➢本人の同意を得よう
使用する際は、利用目的を十分に説明し、あらかじめ本人の同意を得ましょう。
写真なども、撮影時に「広報誌に載せる」など説明を行い、了承を得ておくと安心です。

第三者への提供について
➢本人の同意を得よう

本人以外に個人情報を提供するときは、あらかじめ本人の同意を得るようにしましょう。
しかし、下記のような場合は同意を得なくても提供できます。
１．警察からの照会
２．災害発生時の安否確認
３．会員名簿の印刷を業者に委託する場合の印刷業者への提供

※３．の場合は印刷業者に対して個人情報の適切な管理を実施することを確認しておき
ましょう。

➢提供先は記録しておこう
提供先はわかりやすく記録に残し、一定期間保管しましょう。

個人情報の取扱いにおける注意点
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（情報を知らせよう 番外編）
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注意を守って活用しよう
近年の個人情報に関する意識の高まりや、

個人情報保護法の施行を受け、個人情報の取
り扱いを躊躇するようになった町内自治会も
あるかもしれません。

しかし大事なのは「避けること」ではなく
「適切に取り扱うこと」です。注意点を守り
ながら、個人情報を上手に活用していくこと
が大切です。

個人情報保護法の改正
平成２９年５月３０日の改正個人情報保護

法の施行により、町内自治会における個人情
報の取扱いについても個人情報保護法が適用
されることになりました。

個人情報保護法に関する詳しい内容は、個
人情報保護委員会のホームページでご覧いた
だけます。
【参考:個人情報保護法委員会ホームページ】

https://www.ppc.go.jp/

また、個人情報保護法に関する質問や疑問
点がある場合は、次の専用窓口にお問い合わ
せください。

個人情報保護法相談ダイヤル
０３－６４５７－９８４９

受付時間：９時３０分～１７時３０分
（土日祝日及び年末年始を除く）

名簿づくりの手順

各世帯に文書と調査票を配布
➢ 文書に記載する内容

・名簿を何に使うか(利用目的)
・他の目的に利用しないこと
・名簿の管理方法
（だれがどこに保管するかなど）
・本人の同意なくほかへ提供しないこと

※調査票には必要な情報の記入欄を設ける

調査票の回収
➢ 班長が訪問する、班長宅へ届けてもらう

など、直接の受取り受渡しが基本です。

名簿を作成・活用

名簿の処分
➢ 不要になれば、細かく裁断するなどして

処分します。

22

個
人
情
報
を
適
切
に
活
用
し
よ
う

2

町
内
自
治
会
の
運
営
と
活
動

このページに関連する参考様式は別冊に掲載しています

【 会員名簿の作成に伴う調査票 】



地域版ハザードマップを作ろう
地域版ハザードマップとは、過去の災害情報や地

域で想定される危険箇所、そして避難場所を地域の
みなさんの手でマップに記したものです。

熊本市では、町内自治会単位の地域版ハザード
マップの作成を支援しています。作成されたマップ
は、印刷して各世帯に配布します。

作成を希望される町内自治会は各区総務企画課へ
ご相談ください。

自主防災クラブ
自主防災クラブとは、大規模災害が発生したとき

などに、家族だけではなく、地域の住民が連携し、
被害を最小限度に抑えるために協力し合う組織のこ
とです。

熊本市では自主防災クラブの結成を促進していま
す。詳しくは、各区総務企画課又は、危機管理防災
総室にご相談ください。

災害に備えよう
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ハザードマップ作成の流れ

① 打ち合わせ

マップ作りの範囲を決めます

② 勉強会・まち歩き
参加者全員で実施します

※まち歩き前には、グループ分けや役割
決め、ルート決めなども行います

③ ハザードマップの作成
まち歩きでの情報を地図に落とし込みます

④ マップの仕上げ
作成した地図をもとに、デザイン・印刷を
行います

自主防災クラブって？

➢ 原則として町内自治会などを１つの
単位として結成します。

（校区単位やマンション単位で結成してい
るところもあります。）

➢ 災害時には、初期消火や避難誘導、
けがをした人に対しての応急措置など
行います。

➢ 平常時には、各種訓練や情報の発信、
巡回パトロールなどを行います。

➢ 自主防災クラブの結成時には、熊本市
から防災資機材などの助成があります。

参考



校区防災連絡会
熊本地震のような大規模災害では、発生直後

の数日間は、避難所の開設・運営に対する行政
の支援には限界があり、地域・施設管理者・行
政などが協力・連携した「地域主体の避難所運
営」が必要となります。

そこで熊本市では、平常時から3者が連携す
るための「校区防災連絡会」の設立を促進して
います。

避難所運営委員会
避難所運営委員会とは、3者の連携のもと、

大規模災害時に自主的な避難所開設・運営を
行うことを目的とした組織のことです。

情報収集

物資配分

公園・広場

地域公民館

屋外（車中）避難者

在宅避難者 など
A小学校

（市指定避難所）

Ａ小学校避難所運営委員会

校区防災連絡会は、
小学校区を1つの単位として

設立します。
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・校区単位の防災訓練の実施

・市指定避難所ごとに避難所運営委員
会を設立し、地域の特性を生かした
「避難所運営マニュアル」を作成

・委員の交代やマニュアルの見直しな
どを行う会議の開催

組織体系

地域
（校区自治協等）

Ａ校区防災連絡会

避難所担当職員 施設管理者

連絡・調整・支援

区災害対策部 熊本市災害対策本部

震災

平常時



法律上の権利能力を得よう
公民館・集会所の土地や建物などの資産を持っ

ている町内自治会は、市長の認可を受けて法人格
を取得すれば、法律上も、不動産や不動産に関す
る権利などを町内自治会で保有できるようになり
ます。

資産をめぐるトラブルを防止
不動産をはじめとする町内自治会の資産につい

ては、会長や複数の役員名義での登記がなされて
いる団体も多くあります。しかし、名義を貸した
人が亡くなったり、役員交代で名義を変更する必
要がでた時などに、トラブルになるケースもある
ようです。
法人格を取得すれば、権利関係をすっきりさせ

た上で活動できるようになり、このようなトラブ
ルも防止できます。

「不動産や不動産に関する権利など」とは？

次の４つの権利や資産をいいます。

・ 土地及び建物に関する権利

・ 立木の所有権、抵当権

・ 登録を要する金融資産（国債、地方債、社債）

・ その他地域的な協働活動に資する資産であって、登録を要する資産

法人格の取得について

25

認可の要件

法人として認可を受けるためには、次の
要件を満たすことが必要です。
（地方自治法第260条の2）

➢ 地域的な協働活動を現に行っていること

➢ その区域が客観的に明らかであること

➢ 区域内の住民はすべて構成員になること
ができ、また、その相当数の者が現に
構成員になっていること

➢ 規約を定めていること

参考



町内自治会の法人格取得の流れ

１．事前相談

申請ができるか、手続きはどのようにするのかなどについて、事前に各区総務企
画課にご相談ください。

２．申請書類の準備・総会での決議

まず、申請のために必要な書類の準備をします。
書類の準備ができたら、申請をすることについて総会で決議してください。
また、規約・代表者の決定・不動産などの資産の確定なども同時に決議してくだ
さい。

３．申請

申請には次の書類が必要です。

① 認可申請書

② 規約

③ 認可を申請することについて総会で決議したことを証する書類（総会議事録）

④ 構成員の名簿

⑤ 保有資産目録又は保有予定資産目録

⑥ 申請者が代表者であることを証する書類（就任承諾書）

⑦ 区域を示した地図

⑧ 活動状況を示す書類

４．受理・審査

４つの要件を満たしているか、審査を行います。

５．認可・告示

要件を満たしていれば、認可するとともに、告示を行います。
これにより、認可地縁団体として町内自治会が法人格を持つことになります。
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相手の質問にきちんと答えよう

27

住民の代表である会長や役員の皆さんは、町内自治会に関することで住民の方に質問を
される場面があるかと思います。中には質問の答えに詰まった経験のある方もいらっしゃ
るかも知れません。

下記の質問は、住民の方や、町内自治会加入を検討している方からたずねられる可能性
の高い質問です。
これまでのページを参考に、質問に答えられるよう回答を考えておくとよいですね。

➢ 町内自治会って何ですか?

➢ 町内自治会費は何に使われているのですか？

➢ 個人情報は安全に管理されていますか？

➢ 加入した場合のメリットって何ですか？

➢ 町内自治会費以外に収入はあるのですか？

そのほか、住民の方から質問がありそうなものを６つ挙げています。

回答の参考にされてください。

マークには、質問や回答例に関する補足・ポイントを載せています。

町内自治会の加入は強制ではありません。でも、防犯灯やごみ収集についてなど、
地域の身近な課題は、個人で決めるのではなくみんなで話し合う必要があります。
その際は町内自治会の役割が重要となるので、ぜひご加入をお願いします。

A

町内自治会には絶対に入らないといけないのですか？Q

税金を払っているのだから、行政が地域のことをしてくれるのではないですか？
（地域と行政の関係）Q

あらゆる世代が、これからも安心して
暮らし続けるためには、その地域の
方々が、お互いに支えあい、助け合い
ながら、様々な課題を解決し、つなが
りを維持・再生していくことが必要で
す。
そこで熊本市では、まちづくり活動へ
の支援や地域活動拠点の整備・支援、
防災体制の強化などを行っています。
また、熊本市から住民の方々への文書
配布をお願いしたり、事業への協力を
お願いすることがあります。

住民ニーズの多様化や、各家庭・
地域での新たな課題が多くなった
ことなどから、行政だけで全てを
対応することは困難になってきて
います。
そこで、町内自治会と行政の役割
を分担し、地域の実態に沿った課
題の解決に向けて、住民主体で取
り組むことが求められています。
地域のつながりは、熊本地震でも
証明されたように、行政の手の届
かない部分をも補う、とても大切
なものです。

A

参考



Q

商品を見ないと、買うかどうかを決
められないように、町内自治会の活
動や様子が分からないうちは加入
をためらう方がいらっしゃるかもし
れません。
現在未加入であっても、お祭りや防
災訓練、一斉清掃などの活動に参
加してもらうことで、町内自治会の
役割や大切さを理解し、加入してく
れるかもしれません。
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町内自治会に加入していませんが、
行事に参加する ことはできますか？QQ

ぜひ参加してください！AA

(例①について)

持ち回りやくじ引きで役員を決める
場合は、仕事・育児・介護・病気など
の事情で、活動になかなか参加でき
ない方に役員が回ってくる場合があ
ります。
その場合は「仕方ない」と免除したり、
名ばかりの役員にするのではなく、会
議の時間をずらす、随時できるような
業務をお願いするなど、できるだけ運
営に参加してもらえるよう工夫をしま
しょう。
1つの役職に複数の人を充てること
で、１人当たりの負担を軽減するのも
１つの方法です。
ただし、どうしても無理な方には、役員
を免除できるようなルールをあらかじ
め決めておくのも良いかもしれません。
大切なのは不公平感を与えないこと
です。

単身で帰りも遅く、留守しがちなので
役員になれません。QQ

(例①)恐縮ですが、皆さんお忙しいので、
班長は１年ごとの持ち回りでお願
いしています。

(例②)行事やイベントのお手伝いだけで
も大丈夫ですよ。

(例③)会費を支払っていただくだけでも
大変助かります。

AA

ぜひ加入いただき、活動に参加してくだ
さい。短期間でもこの地域に住むことに
なったのはきっと何かの縁です。
顔見知りを増やし、いざという時に助け
合えるつながりを一緒につくりましょう。

学生（単身）のため、長くは住まない
のですが加入すべきでしょうか。Q

A

町内自治会費を支払えません。

（未加入の場合）

町内自治会に入ることはできないの
ですか？

（加入済の場合）

町内自治会から抜けるべきですか？

Q

地域には、高齢で生活が苦しいなど、
様々な理由で会費が支払えない方も
いらっしゃいます。
すでに会費を半額にするなどの対応
をとられている町内自治会もあるかと
思いますが、役員会などで検討し、住
民の生活実態に配慮した柔軟なルー
ルを決めておくとよいですね。



多くの加入が不可欠
近年、町内自治会に加入しない人（未加入者）が増えつつあり、都心部を中心に大きな課題と

なっています。
町内自治会は、多くの住民の参加と合意があってはじめて、地域のことを決定したり、地域を

運営したりすることが可能になります。
未加入者が増えると、住民の総意として意思決定をすることができなくなり、自治組織として

の本来の機能が失われてしまいます。さらに、地域で生活する上でのルールやマナーが守られな
くなったり、活動の協力者・理解者が減り、地域の安全やきれいな環境が保てなくなったりする
ことも考えられます。
多くの人に町内自治会へ加入してもらうことは、会費収入のことだけでなく、自治の下、みん

なで地域をつくっていくために大変重要なことです。

目的・活動内容を伝えよう
町内自治会について、少し前までは、一般的に

「必ず加入するものだ」という認識がありました。
しかし、最近は「納得のいく理由がなければ加入
しない」という人も増えています。
そのため、加入を呼びかける時は、「入るのが

当然」という高圧的な姿勢ではなく、町内自治会
の目的や活動内容を伝えながら町内自治会が地域
でどう役立っているかをしっかり伝えることが重
要です。
例えば、防犯灯やごみステーションは町内自治

会が管理していますし、災害対策を熱心に行って
いるところや、子どもや高齢者の安全安心な暮ら
しをサポートしている町内自治会も多く存在しま
す。
町内自治会がこうした活動を行っていることは、

日頃から活動に参加している人にとっては当たり
前でも、そうでない人には意外に知られていない
ものです。
こうした点を、積極的にアピールしていくのも

１つの方法です。

校区みんなで連携を
未加入者に対する加入促進は、多くの地域に共

通する課題です。
各町内自治会が単独で取り組むのではなく、校

区内の町内自治会や各種団体が連携して取り組め
ば、より有効な働きかけができる場合もあります。
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町内自治会に入ってもらおう

３ 持続可能な町内自治会へ



➢引っ越してきた方への歩み寄り
新しく引っ越してきた方の中には、地域のこ

とが分からず不安で、町内自治会からの声かけ
を待っている人もいるかもしれません。

町内自治会の中には、会長と班長の連絡先や、
ごみの出し方などを書いた挨拶状を出している
ところもあるようです。

班長などが持参して「分からない点は遠慮な
く聞いてください」とお話しすると、町内自治
会への理解はもちろん、あたたかいつながりが
もっと広がっていくでしょう。

➢防犯・防災活動のアピール
現時点で活動に関心がない方でも、安全・安

心な暮らしをしたいと考えている方や、災害へ
の備えについての関心が高い方は非常に多いも
のです。

中でも、大きな災害時には町内自治会による
避難誘導や助け合いが不可欠です。そうした役
割を丁寧に説明しましょう。

会員を増やすポイント

➢チラシを作る際のひと工夫

レイアウト
目を引くような見出しにしたり、文章を短め
にするなど、より多くの人の目に留まるよう、
ちょっとした工夫をしてみましょう。
カラー印刷にしたり活動の様子がわかる写真
を掲載するだけでも雰囲気が変わります。

連絡先
電話番号だけでなくFAX番号やEメールアドレ
スも明記すると、電話よりも気軽に意思表示
をしやすくなりますし、留守の場合でも対応
可能なのでおススメです。

➢国籍や文化の違う人も地域の一員
地域によっては外国籍の方や、日本国籍を取
得した方、留学生も暮らしています。
同じ地域の一員ですので、相互理解や交流に
努め、地域活動にも参加を呼びかけましょう。

伝える努力と工夫を
「外国語なんてしゃべれない」と最初から諦
めず、伝える努力をしてみましょう。ひらが
なや簡単な日本語は分かるという方もいらっ
しゃいますし、イラストを用いればイメージ
がきっと伝わります。
また、外国語を話せる方が地域にいないか、
普段からアンテナを張っておくことも大切で
す。
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【 町内自治会加入案内チラシ、転入者へのあいさつ文 】



集合住宅は活動充実の鍵
集合住宅では、多くの世帯が同じ建物で生活しています。そのため、建物の中だけでコミュニ

ティが完結してしまうなど、周辺との関係が希薄になりがちです。
集合住宅は、戸建て世帯と同様に個別に町内自治会に加入しているケースや、マンション全体

をひとまとまりとして加入しているケース、マンション単独で町内自治会をつくっているケース
など様々です。
集合住宅入居者がひとまとまりとして町内自治会に加入するとなると、新旧住民のバランスが

急変することもあるため、運営が不安定になるという声もあります。
大切なのは、負担（会費など）と受益のバランスが取れていることと、集合住宅入居者と戸建

て世帯の双方が納得していることです。
これから先、集合住宅入居者の地域への参加をいかに進めるかが重要になると言えるでしょう。

意識して情報を発信しよう
集合住宅入居者の中には、子育てをしている世帯や緊急時に助け合える人がほしいと思ってい

る高齢者も少なくありません。
しかし、集合住宅の特性上、住んでいる人の把握が難しかったり、地域で行われている活動が

伝わりにくいものです。
そのため、集合住宅に向けては、特に意識して情報を発信していくことが大事です。
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町内自治会に入ってもらおう（集合住宅編）

管理会社などとの連携
町内自治会加入の案内を、賃貸のマンション・

アパートといった集合住宅の個々の入居者に対し
てしようとすれば、大変な時間と労力がかかりま
す。
建設などの場合は、事業者のほうから町内自治

会にご挨拶に来られることも多いかと思いますが、
事前に町内自治会から事業者へ働きかけを行って
も、問題ありません。
管理会社に町内自治会の重要性やメリットなど

を説明し、入居者に加入を勧めてもらうようにす
るのも１つの方法です。

３ 持続可能な町内自治会へ



つながりをつくる一歩
集合住宅の入居者に、安全・安心、また快適な暮らしのために行っている町内自治会の活動を

実感してもらえるよう、積極的にPRを行っていきましょう。
多くの集合住宅では、入り口などの住民が毎日通る場所に掲示板が設置されています。管理会

社などに協力を依頼し、その掲示板にチラシや加入案内などを掲示させてもらうのも効果的です。
また、子育て世代がたくさん入居している集合住宅に対しては、子ども向けの催しや親子で楽

しめる行事の開催を周知し、それをきっかけに互いの顔が見える関係をつくっていく方法もあり
ます。
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参加者が増えれば活動も充実
「どうすれば、たくさんの人が町内自治会の活動に参加してくれるだろう？」イベントなどを

行う際に、頭を悩ませた役員の方も多くいらっしゃるかもしれません。
参加者が増えれば、活動の幅が広がり、１つ１つの活動も充実したものになります。また、た

くさんの人に参加してもらい、活動の大切さや面白さを直に知ってもらえれば、“口コミ”でさ
らに参加者が集まることも期待できます。
簡単なことではありませんが、住みよいまちにするために、現在の活動を振り返りながら、少

しでも多くの住民を巻き込んでいくことが大切です。

活動内容を工夫しよう
参加者を増やすためには、まず第一に、

住民にとって魅力的な活動、住民が「参加
したい」と思うような活動を行うことが大
切です。住民が何を求め、どんなものにな
ら参加したいと思っているのか、幅広い世
代にアンケートを行ったり、会議などの場
で意見を募るなどして把握するよう努めま
しょう。
また、参加者が減少傾向のものや、固定

化しているもの、地域の実情に合わなく
なったものについては、みんなで話し合っ
て見直すことも大切です。

誰でも気軽に参加

お祭りなどのイベントは地域を元気にす
るとても有意義なものですが、仕事や家庭
の事情、病弱などの理由で会場に行けない
住民もいます。

そこで、時間帯や家庭状況、健康状態に
関わらず、誰でも参加できる企画も考えて
みてはいかがでしょうか。たとえば、川柳
や詩などを募集し、入選者を決めるような
催しは、空いた時間を使って参加できる方
がいるかもしれません。
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活動の参加者を増やそう

３ 持続可能な町内自治会へ



上手にPRを
「活動を知ってもらう」ことは、参加者を増やす第一歩です。活動内容が決まったら、しっか

りとPRをしましょう。ポイントは、次のとおりです。

参加者には感謝を伝えよう
人に感謝されたり、ありがとうと言われると、なんだかうれしいものです。一言二言であって

も、参加してくれた住民にお礼をお伝えすると「参加してよかった」「また力になれることは手
伝おう」と思ってくれるのではないでしょうか。

まちづくりの輪は、ちょっとした気配りで広がっていきます。

➢直接声かけを！

町内自治会活動に、普段あまり関わっていない住民は、なにかきっかけがなければ参加しづら
いものです。顔見知りやあいさつを交わす仲の住民に対しては、直接声をかけるのが効果的で
す。「あの人が誘ってくれたから・・・」というきっかけを積極的につくっていきましょう。

➢参加しやすくなるような工夫

興味や関心を持っていても、初めて参加する人は、
「服装は？」「何かいるものは?」「所要時間は?」
「申し込み方法は？」など、分からないことがいっ
ぱいです。
だれでも不安なく参加できるよう、案内文やチラ

シには、日程や集合場所、開始・終了時刻、主な
内容、参加費のほか、問い合わせ先も明記してお
きましょう。

また、「だれでも参加できます」「初めての方、
歓迎」などの言葉や、簡単な地図を入れてみると、
新たに目に留めてくれる人がいるかもしれません。

➢みんなに情報を届ける

回覧板や掲示板、そのほか地域で掲示できるスペースなどを利用し、たくさんの人の目に触れ
るようにしましょう。幅広い世代にどうすれば情報が行き渡るか、工夫を忘れないことが大切
です。
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このページに関連する参考様式は別冊に掲載しています

【 町内自治会活動アンケート、夏祭りのチラシ 】



活動を未来につなぐ
町内自治会の活動を未来につなげていくた

めには、後継者を探し育てることが重要です。

なかには、新しい人材を発掘するため、
「常にあらゆる場所で情報収集している」と
いう役員の方もおられます。特に、夏祭りな
どの大きな催しは、たくさんの人が協力して
動いているため、適任者をスカウトするのに
よい機会でしょう。

喜びや達成感を分かち合おう
活動を行うとき、「手をわずらわせるのは悪

いから」と遠慮して、会長や役員だけで頑張っ
てしまいがちです。しかし、負担の少ない範囲
のものから他の住民へ協力をお願いしてみるこ
とも大切です。

みんなで分担すれば、1人1人の負担が減るだ
けでなく、やり遂げたときの喜びや達成感も分
かち合えます。「みんなの町内自治会」という
意識にもつながっていくでしょう。

後継者へは早めの引継ぎを
後継者が見つかったら、早めに少しずつ引継ぎを行いましょう。
交代の時期が近づいたら、後任の人も一緒に会議に出席するなど、運営や活動が滞ることがな

いようにすることが大切です。
また、役職ごとに引き継ぎ用の書類を作成し、日頃の活動や懸案事項の記録、参考資料などを揃

えておくと、後任の人も安心です。
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「みんなで」から「後継者」へ

３ 持続可能な町内自治会へ

引継ぎ書を作ろう～だれでもできる体制づくり～

「役員になったものの、何をすればよいかわからない」という事態を避けるには、各役員の仕
事をマニュアル化しておくことが一番です。特定の人しか分からないという状況を少しずつ減
らし、だれが何を担当しても困らないようにしましょう。
また、夏祭りなどの催しについても、次に担当する人のために、記録を残しておきましょう。
気づいた課題なども書き足しておけば、次回の運営や活動の参考になります。

記録に残しておく事柄（催しの場合）

➢ 準備物とその数量
➢ 協力者とその役割
➢ 作業手順や所要時間
➢ 反省点
➢ 担当者の感想や協力者・参加者の声
➢ 担当者名

必要に応じて
写真も残しておくと

分かりやすい
ですね♪



後継者の負担を軽減するポイント

➢“できる範囲で活動”という共通認識
例えば、「仕事と家庭が最優先・町内自治
会活動はできる範囲で」といった、優先順
位に関する共通認識が町内自治会に根付い
ていれば、誰もが活動しやすく、そして

「役員になる＝負担になる」というイメージ
の変革につながるでしょう。

➢柔軟なスケジュール
事前に年間のスケジュールを伝え、予定が立
てやすいよう配慮したり、会議日程などを参
加しやすい曜日や時間に設定するなど、役員
経験者がバックアップしていきましょう。

➢初めて役員になった方への配慮
役員になるのが初めてという方には、環
境に溶け込みやすいよう思いやりをもっ
て接するとともに、お願いする役職を、
「防犯」「環境」など、テーマが分かり
やすいものにするなど、配慮を忘れない
ようにしましょう。

➢思いやりのある体制づくり
負担が大きい役職には副担当を数人配置
するなど、サポート体制をつくりましょ
う。

町内自治会活動は、時間的拘束など負担が大きい側面があり、後継者が見つからず役員が固定
化している町内自治会も多く存在します。

持続可能な町内自治会活動を実施していくには、柔軟な役割分担や負担軽減のための体制づく
りが大切です。

後継者が活動しやすい環境づくり
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【 活動スタッフの募集案内文 】



中央区役所 代表電話：096-328-2555

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

総務企画課 電話 ： 096-328-2610 FAX ： 096-355-4190

メール： chuousoumukikaku＠city.kumamoto.lg.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中央区まちづくりセンター

電話 : 096-328-2232 FAX : 096-355-4190
メール： chuoukumachizukuricenter@city.kumamoto.lg.jp

主な連絡先
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東区役所
〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号
代表電話 ： 096-367-9111

西区役所
〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号

代表電話 ： 096-329-1111

南区役所

〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地３

代表電話 ： 096-357-4111

北区役所
〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地１
代表電話 ： 096-272-1111

熊本市役所

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

代表電話 ： 096-328-2111

地域活動推進課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

電話 ： 096-328-2036

熊本市ＨＰの

「町内自治会特設ページ」はこちら！

熊本市 町内自治会
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